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会 議 名 第３回 鎌倉市障害者支援協議会 全体会 

開催日時 平成 29年 3月 21日（火）10時から 12時まで 

開催場所 鎌倉市福祉センター２階 第１・２会議室 

出 席 者 

〔全体会委員〕 

○19名全委員出席 

「平成 28年度鎌倉市障害者支援協議会 第 3回全体会 出席者名簿」を参照 

〔運営会議委員〕 

 ○2名出席 

  「平成 28年度鎌倉市障害者支援協議会 第 3回全体会 出席者名簿」を参照 

〔オブザーバー〕 

○1名出席 

・鹿遊英樹氏（横須賀三浦障害福祉圏域 地域生活ナビゲーションセンター 

 社会福祉法人湘南の凪支援センター凪） 

〔事務局〕 

○5名出席 

「平成 28年度鎌倉市障害者支援協議会 第 3回全体会 出席者名簿」を参照 
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・第 3回全体会 会議次第 

 ・第 3回全体会 出席者名簿 

 ・第 2回全体会 会議概要 

 ＝各専門部会の活動状況＝  

（資料１）権利擁護・相談支援部会の活動状況 

 （資料１－１）『相談支援のための精神保健福祉情報ガイド☆かまくら』（案）   

 （資料２）地域生活支援部会の活動状況   

 （資料２－１）「ふれあい交流会」の企画・実施    

（資料３）就労支援部会の活動状況 

（資料３－１）『仕事応援ガイドブック』（案）        

（資料４）こども支援部会の活動状況 

（資料４－１）『サポートファイルかまくら』活用に向けて（説明会用資料：案） 

＝各専門部会における地域課題の抽出等の状況＝ 

（資料５）地域課題抽出の状況【権利擁護・相談支援部会】  

（資料６）地域課題抽出の状況【地域生活支援部会】 

（資料７）地域課題抽出の状況【就労支援部会】 

（資料８）地域課題抽出の状況【こども支援部会】 

（資料９）鎌倉市障害者福祉計画の改訂に向けた協議会からの提言（案） 

（資料 10）平成 29年度の障害者支援協議会の進め方 

 （資料 11）平成 28年度鎌倉市基幹相談支援センター事業の実施状況について 

（資料 11－１）鎌倉市基幹相談支援センター総合相談事業の状況  

（資料 12）障害者差別解消支援地域協議会について 

（資料 13）障害者差別の解消に関する職員対応要領（案） 
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会議概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議題（協議事項） 

（１）各専門部会の活動状況（28年 4月から）について 

権利擁護・相談支援部会、地域生活支援部会、就労支援部会、こども支援部会 

 の各部会長から、資料に基づいてこれまで開催した部会での協議状況と活動の成果等に 

ついて、それぞれ次のとおり報告及び質疑等が行われた。 
 
 

【①権利擁護・相談支援部会】 

 《活動状況等》 

  ・精神障害の方を支援するためのフロー図の作成にターゲットを絞って進めている。 

・このため、第 3回目から臨時委員 4名に加わってもらっている。 

・資料の名称を「相談支援のための精神保健福祉ガイド☆かまくら」とし、ここまで 

の作成の内容を資料に基づいて報告する。 

  ・鎌倉市障害福祉計画の改訂に向けた取り組みとして、これまでの協議から地域課題

の抽出及びその課題から行政の施策への反映が望まれる以下の事項について部会

としての提言（案）の検討を行った。（具体的な説明は次の協議事項で実施） 

    ①虐待・権利擁護に係る課題 

    ②精神障害者の支援に係る課題 

    ③社会資源に係る課題 

    ④相談支援に係る課題 

《質疑等》 

  ・この資料はどのように配布されるのか。病気になってしまったというかまだ分から

ないけど、支援が必要な方にもいきわたるのか。 

  （Ａ）このガイドは、基本的にはまずは支援者向けに作成しているが、まだ医療に繋

がっていない方にも役立つものということを最終的には目指していきたいと考え

ている。 
 
 

【②地域生活支援部会】 

 《活動状況等》 

・第 3回部会で委員の追加及び交替について検討し、4回目の部会から新委員に参加 

してもらっている。 

  ・「地域交流会活動の継続」 

   今泉さわやかセンターでの「ふれあい交流会」を企画実施した。 

   引き続き 29年度は、大船まつりへの参加を企画検討している 

  ・鎌倉市障害福祉計画の改訂に向けた取り組みとして、これまでの協議から地域課題

の抽出及びその課題から行政の施策への反映が望まれる以下の事項について部会

としての提言（案）の検討を行った。（具体的な説明は次の協議事項で実施） 

    ①グループホームに関する課題 

    ②短期入所に関する課題 

    ③居宅介護・移動支援に係る課題 

    ④その他社会資源に係る課題 

    ⑤障害への理解等に係る課題 

    ⑥防災等に係る課題 
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会議概要 

（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ⑦地域のネットワークに関する課題 

    ⑧その他の課題 

《質疑等》 

 ・交流会に参加したが、こういう機会があればまた参加したいと思った。ただもう少

し交流の時間が取れるようにしてほしい。 

 

【③就労支援部会】 

 《活動状況等》 

・就労支援事業所の一覧の作成について、「仕事応援ガイドブック」としてまとめて 

いく作業を進めている。 

・上記の取組みにより市内就労支援事業所のネットワーク化を目指すとともに、その 

契機とするため「就労支援事業所学習会」の開催を企画・実施した。 

・鎌倉市障害福祉計画の改訂に向けた取り組みとして、これまでの協議から地域課題

の抽出及びその課題から行政の施策への反映が望まれる以下の事項について部会

としての提言（案）の検討を行った。（具体的な説明は次の協議事項で実施） 

  ①定着支援に関する課題 

  ②情報収集・提供に関する課題 

《質疑等》 

 ・特になし 
 
 

【④こども支援部会】 

 《活動状況等》 

・各機関の役割やネットワーク（繋がり等）について、現状のフローの「見える化」 

を進めるためフロー図の検討を進めた。 

  ・「サポートファイルかまくら」の周知・活用のため、先行事例にならって支援者向

けの説明会用資料の検討・作成を進めている。 

・鎌倉市障害福祉計画の改訂に向けた取り組みとして、これまでの協議から地域課題

の抽出及びその課題から行政の施策への反映が望まれる以下の事項について部会

としての提言（案）の検討を行った。（具体的な説明は次の協議事項で実施） 

  ①相談支援に係る課題 

  ②教育に係る課題 

  ③発達障害に係る課題 

  ④社会資源に係る課題 

  ⑤放課後等デイサービスに係る課題 

《質疑等》 

 ・特になし 

 

 

（２）鎌倉市障害福祉計画の改訂に向けた取り組みについて 

前回の全体会において市から平成 30 年度に予定される障害者福祉計画の改訂に向け

た協議会からの意見の提出を求められたことを受けての取り組みとして、各専門部会と

運営会議が中心になって地域課題の抽出とその課題から協議会全体としての提言（案）

にまとめてきた経過とそれらを協議会全体の提言（案）としてまとめた事項について、
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資料に基づいて説明を行った。 

協議会全体の提言（案）は、以下の 5項目で 19件の事項とした。 

①権利擁護の充実   ②相談支援の充実  ③地域生活支援の充実 

④こども支援の充実  ⑤就労支援の充実 
 

本提言（案）については、全体会での意見等を踏まえて、運営会議でも検討し、次回 

全体会に改めて提言（修正案）として提示して協議していくこととした。 

《質疑・意見等》 

 ・協議会が提言をまとめるのは今回初めてであり、こうした内容でも良いとは思うが 

  それぞれの課題の背景にある鎌倉の実態をできる限り数値化（データ化）したもの 

  を示していくことが重要であり検討してほしい。 

・防災マップに留まらず、災害に関する情報の獲得手段の周知等にもっと触れてもよ

いのではないか。 
 

  ・地域で障害者の方を支援していくという体制にもっていくために、地域との関わり

合いや、地域でどうやって支えていくのか、支えてほしいのかという点にも触れて

ほしい。 

  ・これまで、どういうところが改善されてきたのかを示し、その上でまだこういうと

ころが改善されていない、こういう課題があって対応できていないというような書

き方でまとめられた方が分かりやすいのではないか。 

  ・就労支援センターについては、よこすか障害者就業・生活支援センターとの機能分

担を議論し整理していかないと利用者に混乱を生じるのではないか。 

 

（３）29年度の協議会の進め方について 

  29年度の協議会について、基本的に 28年度と同様な形で進めていくこと、精神障害

に関する方の協議の場については権利擁護・相談支援部会で検討していくこと、障害者

福祉計画推進委員会との意見交換会が 2回予定されていること等について、資料に基づ

いて説明し了承された。 

 

（４）基幹相談支援センターの活動状況 

 7月に開設された基幹相談支援センターにおける総合相談事業及び人材育成事業等 

の 2月末までの実施状況等について資料で提示したが、協議時間の関係で内容の説明は

省略した。なお、本件については、次回全体会で 28 年度の活動状況として改めて報告

することとした。 
 
 

（５）障害者差別解消支援地域協議会について 

事務局（障害者福祉課）から、国（内閣府）の資料に基づいて障害者差別解消支援

地域協議会の概要等について説明を行い、この協議会の設置に向けて取組んでいきた

い旨の考えを改めて示すとともに、障害者支援協議会との関わりを含めて意見を求め

ていくこととした。 

《質疑等》 

  ・協議会のメンバーよりも、交通機関の方、地域の方々など色々な立場の方々に理解

をしていただき、取組んでもらう会議であり、そうした取組で進めてほしい。 
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○報告事項 

（１）障害者差別の解消に関する職員対応要領（案）について 

（２）鎌倉市の障害福祉に関するアンケート・鎌倉市障害者福祉計画策定に係る 

   アンケート調査について 

  上記、2点について、それぞれ資料に基づいて報告が行われ了承された。 

 

○その他 

・次回の予定について、5月 31日（水）14時から（会場：福祉センター）で開催する 

 ことが確認された。 

・委員の任期は 2 年であり 29 年度は継続すること、所属団体内の異動等で委員の変更

がある場合は、4月当初の連絡を依頼した。 

 

 

以上 

 

 


